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　Information 　concerning 　recalls 　of 　products　derived　from 　particular　biological　sources 　has　been　provideCl　in　the

“
Recal】In−

formation
”
section　of 　a　website 　containing　infommation　on　drugs　and 　medical 　equipment 　since 　July，2003．　However，　consid −

ering 　thaピ
‘
products　derived　from　parIicular　biological　sources

”
have　mostly 　been　recovered 　when 　the　information　is　pre−

sented 　on 　the 　website ，　the　quanIity　of 　the　products 　for　recovery 　is　likely　to　be　substantial 　based　on
“
StaIe　of 　Progression　of

Retrospective　Investigations　of 　Blood　Donors
”
，and 　that　the　Red　Cross　of 　Japan　has　provided　24ρ19　pieces　of 　information

to　medical 　org 跏 iza重ions　in　connection 　 wiIh 　retrospective 　investigations，　recail 　infomlation　concemjng
“
produc的 derived

from　particular　biological　sources
”
differs　from　that　for　other　products　in　thaI　its　presenIation　is　restricted ，

　However ，　the　situation 　has　been　marked 且y　inf［uenced 　by　the　fo且lowing　regulations 、
1．The 　possibility　of 　retrospective 　investigation　was 　increased　by　Article　68−9　of 　the　Phamaceutical　Affairs　Law 　enforced

on 　July　30，2003 ：
砿

Preparation　and 　retention 　of 　records 　on 　biological　products
”
．！｝

2．The
“
Exhaustive 　review 　of 　blood　donation　histories　of 　blood　donors

”3）
stipulated 　that　information　must 　be　provided　to

medical 　organizaIions．　and　the　products　in　question　must 　be　recovered 　if　lhey　have　not 　been　used ．

　In　this　study，　the　usefUlness 　of　retrospective 　investigation　of 　recall　information　of
“
products　derived　from　particular　bio−

logical　sources
”

was 　evaluated ．

　The　results 　sugges ロ hat，　in　evaluating
“
recall 　information

”
，　it　is　necessary 　to　investigate　the　total　number 　of 　products　to

be　recalled 　and 　the　background　of 　the　recalls ，　and 　also 　to　consider 　regulations 　other 　than　the　recall 　regulaIions 　apPlied 　to　in−

dividual　drugs．

Key 　 words
−

recall 　information ，　 regu 且ations ，　retrospective 　investigations，　particular　biological　sources ，　exhaustive 　re−
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緒 言

　 自主 回収報告 に もとつ く 「医薬品等 の 回 収情報」 の 医

薬品医療機器情報提供 ホ
ー

ム ペ ージ 上へ の 掲載 が，平成

13年 3 月よ り開始 さ れ た．以 来 ， 医療現場等 で
， 地域 格

差 お よ び時間制約 を受ける こ と の な い 有意義な情報源 と

して ，医療現場 の 安全対策 に活用 して きた
1）．

　掲載品 に は 時代背景 の 影響 を強 く受けた 回収品群 が み

ら れ，平成 13年10月 か ら平 成 14年 1月 に か け て BSE に

関す る一
連 の 回収情報 が 掲載 さ れ た

21・．そ の 後，「特 生

物」 の 回収情報 が，平成 15年 7 月 よ り 「回収情報」欄 に

掲載 され て い る。しか し，「特 生 物」の 「回収情報」は，

掲 載時大部 分 が 回 収 を終 了 す る な ど，他 の 回 収 品 目 と は

掲載状況が 異 な っ て い る ．

　 「医薬品等 の 同収 に つ い て
3d

に よ り薬事法第77条 の

4 の 3 に 基づ く回収 に よ る保健衛生上 の 被害の 発生 また

は拡大防止 の為に当該製造業者等に対し，全回収情報の

掲載 が 義務 づ け られ た ．しか し，「供 血 者 の 供 血 歴 の 確

認等 の 徹底 に つ い て
4）
］ に よ り，過去 1年の 間 に血 清学

L
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的検査及 び 核酸増幅検査陽性 が 判明 し た供 血 者 に つ い

て ，本日よ り遡 っ て 過去 1 年の 問に供 血 歴 が 確認 され ，

か つ ，直近 の 採血 か ら採取され た血 液が 輸血用 血液製剤

の 原 料 と して 使 用 さ れ た場 合，次 の 措 置 を講 ず る こ と （患

者に使用 さ れ て い ない 場合は直ちに 回収す る こ と，患者

に使用 さ れ て い る場合 は，当該患者 に対 して 感染の リス

ク が あ る こ と を 充分 に 情報提供す る こ と）が 規定 さ れ

た．血 液製剤 に関す る記録の 保管
・
管理 期間は 10年間 と

され て い た が
5）

，さ らに，遡及 調査 の 強化体制 と して ，

平成15年 7 月30日施行 の 改正薬事法 に よ り 「特生物」 の

記録保存規定 が 新 た に 設け ら れ20年 と され た
6〕．ま た

，

日本赤十字社 に 対 し， 遡及調査結果 に つ い て 関係医療機

関へ の 情報提供が 義務づ け られ た
7）．

　一
方，イ ン ターネ ッ ト上 に は，「供血 者 か らの 遡 及 調

査の 進捗状況 につ い て」が発表され 調査対象の 血液製剤

の 総数等 が 掲載 され て お り，24，019本（平成 16年 5 月31

日現 在）とい う膨大 な 医療機 関 へ の 情報提供数 が 記載 さ

れ て い る （Tab 且e　1 ）．こ の 数 は，す べ て が 未使 用 で 使用

期限内 に あ っ た と仮定 した 場合，回収情報欄へ 掲載され

る 数で ある が，現実の 回 収情報数 をは る か に上回 っ て い

る．

　本研究 で は，医薬品医療機器情報提供 ホー
ム ペ ージ 上

に 掲載され る「回収情報」が，掲載時，法的措置 な ど種々

の 背景 を 有 して い る こ と，さ ら に 「特生物」の 回収に お

け る遡及調査 の 影響 に つ い て 調査 した の で 報告す る．

方法 ・対象

　医薬品医療機器情報提供 ホ
ー

ム ペ ージ 上 の 「回収情

報 」 お よ び イ ン ターネ ッ ト上 に 掲載 され た 厚生 労働省 の

公表文書等を調査 した．調査期間は
， 平成15年 7 月 1 日

か ら平成16年 5 月31 日まで と した，

結 果

1、 医薬品医療機器情報提供ホ ーム ペ ージ上 の 「回収情

報」 に つ い て

　 1 ）全 回収情報中 に み られ る 「特 生 物」の 回収情報

　医薬品医療機器情報提供 ホ
ー

ム ペ ージ上 に掲載 され た

対 象 期 間 の 回収 情 報 と 「特生物」 の 回 収情報 の 集計結果

を Tab 且e　2 に 示す．全 回収情報588件 中 「特 生 物」の 回

収件 数 は 36件（6．12％ 〉で あ り，33件／36件（91．7％）が，

その 製品 の 使用等が 重 篤 な健康被害また は死 亡 の 原 因 と

な り得 る状 況 を有 す る と され る ク ラス 1 に該当 した ．残

り3 件 は ク ラ ス 皿 に分類 され て い る．さらに，特生物 は，

ク ラス 1の 全回収情報中で 33件／39件（84．6％ 〉を 占め た．

　2 ）「特 生 物」 の 回収情報の 内容

　「特 生 物」 の 回収情報36件中34件 は 輸血 用血液製剤 で

あ っ たが ，2件（3 −666，3 −667）の 血漿分画製剤が含ま

れ て い る．原料血液で ある 献血者血漿が個別 NAT 検査

（核酸増 幅検査）で B 型肝炎 ウ イル ス の 核酸 （HBV 　 DNA ）

が陽性 で あ っ たた め
， 製造 工 程 に お け る ウ イ ル ス 不活

Table　1．調査 対象 とした遡 及調 査 結果 報告等

発行 日 報告名 発　元 宛先

平 成15年7月29日

平 成15年9月29日

平 成15年10月21日

平成15年12月22日

平成16年1月 19日

平成16年3月3日

平成16年4月16日

平成16年5月 25日

平成16年7月6日

血 安第421 号 圓本赤 十 字社 社 長

血企 第380 号 日本赤十字社

血企第416 号
事業局長

血企 第 491 号

血 企第 20号

血 企第 70号

血 企第 152 号

血 企第 189 号

血 企第243 号

厚 生 労 働 大 臣

厚生 労働省

医薬 食 品 局

血液対 策課 長

Table　2．全 回収 情報 中の 特 定生物 由 来製 品の 回収 情報

　　　　（平成 15年 7 月 1 日〜平成 16年 5月31日）

全 回収情 報 特 定 生物 由来製

　 　晶以 外

特定生 物由来製品

一
クラス 1

クラス 1

クラス 皿

合計

比 率

39291258588 　 629125555293

．9％

33

　 0

　 3366

．12％

3401246
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化
・
除去処 理 に よ り HBV に対 す る安全性 は 極 め て 高 い

と考えられたが回収 と なっ た もの で ある，血 漿分画製剤

は ，前 述 し た が 平成 15年 11月 7 日 よ り ウイ ル ス ク リア ラ

ン ス 指数 9以 上 の ため 回収不要とさ れ，そ の 後の 掲載品

は ない ．

　「特生物」の 回収対象（Fig．1 ＞は，次 の 2種類 に 分類

され る．ま ず第
一

は
， 採 血 時陽性検 出 品

・副 作用 発 生 報

告品が発生 した 場合，遡及調査 を実施 した も の の うち の

未使用品で あ り，第二 は採血 時 の 陽性 とは関 係 の ない 回

収情報 3−705の よ うな 問題 発生品 で あっ た．

　 回 収情報 3 −705は，献 血 血 液の 出荷 基 準で あ る 生 化 学

検査 （ALT 検査）の 誤測定 に よ る 回収 で あ り，自動検査

装置 の 試薬 チ ュ
ーブが 交差誤接続 され たまま献血血液の

検査 を実 施 し，そ の 結 果 に よ り出荷 の 判定 を行 っ て 医療

機 関 へ 供給 して い た こ とが 判明 した た め，自主 回収 を

行 っ た もの で あ っ た，

　 「特生物」 の 同収 で 対象 とな りうる 血 液関連製剤 は，

有効期間が 採決後 1 年間 で あ る 新鮮凍結 血 漿 の み で あ

る．血 小板製剤 の 有効期間が採決後72時 間 以内で あり，

赤血球製剤の有効期間が 21日間で あ る こ と，採 血基準が

規 定 す る 採 血 間 隔 が 1 カ 月以 ヒで あ る こ と か ら 両 製剤 に

つ い て は 使用 済 み か 有効期間が 切れ て お り回収対象 と は

な ら ない ．（平成 15年 7 月29日，日本赤 十 字社社長発 ，

厚生 労働大臣宛，血安第421号）．

2． 薬事法第77条の 4 の 3 に 基 づ く回収報告状況

　薬事法第77条 4 の 3 に基 づ く日赤 の 回収報告を累積状

況 と し て Fig．2 に 示 し た．対象本数 は 平成16年 5月31

Fig．1，特定生 物由来製 品の 回収 対象
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Fig．2．薬事法 第77条の 4 の 3 に基 づ く回収 報告 状況

　　　 （参 考資料 ：血 企 第243号）

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Society of Pharmaceutical Health Care and Sciences

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Sooiety 　of 　Pharmaoeutioal 　Health 　Care 　and 　Soienoes

106

日現在，33本 で あ っ た，回収 開 始 日か ら回収報告 日 ま で

の 日数 は 平均26日で あ り，回収情報欄 へ の 掲載 日 は報告

日と な っ て い る．（平成 16年 7 月 6 日，日本赤十字社事

務局長発，厚 生 労働省医薬食品局 血 液対策課 長 宛，血 企

第243号）．

3． 供血者 か らの 遡及調査の 進捗状況 につ い て

　 1 ）遡及 調査 に つ い て

　遡及調査 に は
， 遺伝子 の

一
部 の 核酸を抽出，増 幅，検

出 す る こ とで 遺伝子の 有無 を確認す る 極め て 感度が高 く

ウ イ ン ドウ期 を短 縮 す る検 査 法 と して 輸血 用 血 液製剤の

安全対策 に 期待 され て い る検査法で あ る個別 NAT （Nu −

cleic　Acid　Amplification　Test：核酸増幅検査）が 用 い られ

て い る ，方法 は ，血 清学的検査 お よ び核 酸 増 幅 検査 陽 性

が 判明 した 供血 者 に つ い て
， 献血者 の 調査対象期間の 検

査用保存血 に 対 し個別 NAT を実施す る こ とで 行わ れ て

い る，

　 さ ら に，個 別 NAT 陽性 血 の 受血 血 液 に 関 し て は 医療

機関へ 情報 が 提供 され，可 能 な範囲で受血 者へ 連絡 され

検査を実施，陽転非陽転 を確認，医薬品副作用感染症報

告が 行 わ れ て い る
4）．

　 2 ）遡及調査 の 進捗状況 につ い て

　供血 者 か らの 遡 及調査 の 進捗状況 を Fig．3 に 示 した．

データ は各報告中の 集計 日 （年月 日現在）で 表示 さ れ た 時

点 と した，各データ の 関係 を Fig．4 に示 した．

　医療機関へ の 情報提供 は 遅 れ が ちで あ るが 時間経過 と

と もに 調査対象本数 に追 い つ い て い る．平成 16年 5月 31

日 現在，調査対象製品 に 対 し 17
，
423本 に 個 別 NAT が 実

施 され た，しか し，個別 NAT を実施 し陽性 が 判明 した

もの は 調査対象品中 ご く僅か 215本／17，423本 （1．23％ ）で

あっ た．そ の うち患者 に お い て 陽 転 ・非 陽 転 が 判明 した

もの は 少 な く122件／215本 （56．　74％），そ の 中で 医薬品副

作用感染症報告を行 っ た件数はさらに少 なく平成 16年 5

月31日現在僅 か に 8 件／122本 （6．　56％ ）で あ っ た，

4．遡 及 調 査結果 と 「薬事法第77条 の 4の 3 に基 づ く回

収報告状況」

　調査対象本数 と医療機関 へ の 情報提供件数お よ び 薬 事

法第77条 の 4 の 3 に よ る 日赤回収 に基づ く回収情報欄 へ

の 掲載数 を比 較 した，調査対象本数 に 関 して は，時間経

過 は あ っ た もの の ，24，019件f26，335本（91．2％ ）の 情 報

提 供が な され た．回収情報欄 へ 掲載 され 回収 され た もの

は33本（100％）で あ っ た が，調査対象本数 中33本／26，335

本（0．13％ ），情報提供件 数 中33本／24，019件（0．14％）と

ご く僅 か で あっ た．また ，個別 NAT 陽 性 が 判明 した 検

体数中実際 に 回収 さ れ，回収情報欄 に 掲載 された もの

は，33本／215本（15．35％）で あ っ た．
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考 察

　医薬品医療機器情報提供 ホ
ー

ム ペ ー
ジ 上 に は，多 くの

回収 情 報 が 掲載 さ れ て い る．し か し
， 個 々 の 掲載情報

は，法的措置 な どか ら種々 の 背景 を有 して い る．

　特 に，遡及 調査 の 影響 は大 きい ．遡 及調査 が な か っ た

と仮定 した 場合，回 収情報欄 へ の 掲 載 は ク ラス IHに該当

した 3 −705の み とな る．遡及調査 は
， 採血時 ウ イ ン ド期

にあ っ た た め，採血 時 に 陽性 が 確認されず供血された可

能性 の ある 血液 の 安全対策に 欠か せ な い 調査 で あ る ，

　「血 液製剤 の 出荷 か ら 遡 及 調 査 ・回 収
・
情報提供 ま で

の 流れ」 を Fig．5 に 示 した．血液製剤 が 大半を占め た

「特 生 物」 の 回収情報 で は，遡及調査をベ ー
ス と した 回

収 が 大部分 を 占め た が
， 医薬 血 発0612001に よ り使用済

み 製品 は 回収不可能 の た め，回収情報欄へ の 掲載は 対象

外とさ れ，掲載品 は僅 か に36件，日赤報告分 で は33件 に

すぎなか っ た が ク ラ ス 1 中で は86％ を 占め た．

　遡及調査 は
， 平成15年 6月13日以降採血 時病原微 生 物

検査陽性判明時点で 開始 され て い る．しか し，遡 及 調 査

の 指示が 出 され た 平成15年 6 月12日以前 に関 して は，採

血 時 の 病 原 微 生 物検査 陽性判明時点 で は な く記録保存 に

よ り開始 さ れ た．

　仮 に，調査対象期間 の 遡及調査が採血 時陽性判明時点

で 実施 され て い た とす れ ば，ク ラ ス 1に は 膨 大 な輸 血 用

血 液製剤が記載 され る こ とが予想 され る．回収情報欄 の

み を見 て い る と，こ れ らの 回収対象 とされ る血液製剤 の

全貌を推し量 る こ とは 不可能 で あ る ．また ，こ れ らの 掲

載情報 が，未使用 で あ っ た た め 回収 した と記載されて い

る こ とか ら ， 危険な 製剤が すべ て使 用 され る こ と な く回

収され た と解釈 されがちで ある．

　法令等 の 変更 お よび 追加が
， 回収情報に 及ぼ す影響も

少 な くな い ，「医薬 品等の 回収 に つ い て 」
S）
に よ り輸 血 用

血液製剤は，ク ラ ス 1 に該当す る回収 で あっ て もロ ッ ト

を構 成 し な い 医 薬品で あ っ て 同種他製品 に 不要 が 及 ば

ず，か つ すで に 回収が 速 や か に完了 して い る 等の こ とか

ら回収情報の 迅速な伝達の 必要性 が 否定され，回 収 の 毎

に報道機関へ の 広報が 成 さ れ な い ．ま た，「血 漿分画製

剤 の ウ イ ル ス 安 全 対策 に つ い て 」
9）
に よ り，

日本赤十字

社 の 50プー
ル NAT の 陰性が確認 さ れ て い る レベ ル の 製

剤 に 関 して は ウ イ ル ス は不 活化 され て い る との 判断か ら

同製剤の 回収 の 必 要 性 な しとの 指示 が だ さ れ た．こ れ ら

は
， 回収情報欄 へ の 掲載数や掲載状 況 お よ び掲載情報 を

取 り巻 く環境 に 大きな影響 を与えて い る．

　
一

般的 に 回収情報 は，特 に ク ラス 1 の 場 合 な どで は，

回収情報欄へ の 掲載前 に 医療機関へ 情報提供 さ れ る こ と

もある が，全 回収情報が 掲載 され て い る．しか し，今回

の 報告 で 取 り上げた特生物 の ように回収対象 に 条件が付

加 さ れ る こ と もあ る ．医療現場 の 薬剤師 は 医薬品情報担
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＋ （1 ）調 査 対 象本数 ＋ （6 ）個 別 NAT 実 施検体 の 内 陽 性 が

　　　判 明 した もの の 内 医 療機 関 か ら受 血

　　　者 に関す る 報告本数

＋ （3）（1）の うち 個 別 NATの 実施本数
一× 一

（7）個別 NAT実施検体 の 内 陽性 の

　　　判 明 した もの の 内 医 療機関か ら受血

　　　者 に 関 する報告したもの の 内陽転又

　　　は 非陽転が判明 した 件数

＋ （4 ）個別 NAT 実施検体 の うち陽性 が

　　　判明 した本数

＋ （5 ）（1）の うち医療機関 へ の 情報提

　　　供 件 数

＋ （8 ）個別NAT 実施検体 の 内 陽性 の

　　　判明 したもの の 内医療機関 か ら受血

　　　者 に 関 す る 報告 したもの の 内 陽 転又

　　　は 非陽転が 判明したもの の 内 ，医 薬

　　　晶副作 用 感染症報告を行 っ た件数

一〇一薬事法第77 条 の 4 の 3 に よる回収本

　　　数 （日赤 報 告 ）

Fig．3．供 血者 か らの 遡 及調 査 の 進 捗状 況 と 薬 事 法 第77条 の 4 の 3 に よ る回

　　　 収 （日赤 報告分 ）

　　　 対 象本 数 ・対 象件数 の ス ケ
ー

ル の 相 違 に よ り300本 （件 ）か ら4000本

　　　 （件 ）を省 略 して 表 示 した．
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Fig，4．遡 及調査 結 果項 目の 関連

　　　番号 は 「供血者 か らの 遡 及 調査 の 進 捗状 況 に つ い て 」 の 記 載 番

　　　号 を用 い た．（2）は調 査 を実施 した 供血 者の 供血 歴 の 期 間で あ

　 　 　 る た め こ こで は 欠 番 と した．

日 本 赤十字社 医療機関　　　　　患者

（受血者）

献 血 零 ＊

血 清学的検査

（＋ ） （
一

）

（
一

） 出荷

献血者 の情報入 手

献血歴 の 有無

　　　　 （調査対象期間）＊

50プール NAT＊＊＊ 使用済み

（十 ）

（
一

） 出荷

保存

（未使用）

個別NAT

（十 ）　　　　 （十 ）

使用停止連絡

使用期間内の 製剤 の 回収

保管検体による個別NAT
医療機関へ 情報提供

受血 者感染調査

Fig．5．血 液製剤の 出荷 か ら遡 及調査 ・回 収 ・情報提供ま で の 流 れ

　　　
＊

調査対 象期 間は，日本赤十字社の 可 能なか ぎりの 範囲 と して 平

　　　 成 11年 4 月 1 日 以 降（厚生 労働省発医薬0612001号 に よる 可 能 な

　　　か ぎり遡 る）．＊ ＊

遡 及 調査 は 平成 15年 6 月12日以 前 は 献 血 時 検査

　　　 結 果陽性 と な っ た献 血 液の 記録 を元 に 開始 され た が，平 成15年

　　　 6 月 13日以 降 に 関 して は 献血 時に 開始 さ れ て い る．＊ ＊ ’

現在 は20
　　　 プー

ル NAT を実 施．
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当 者 の 立 場 か ら も，こ れ らの 状況 を 十 分 に 把握 し，よ り

一
層 の 安全管理 に寄与 し な け れ ば な ら ない ．

　また，全製剤が未使用 で あ っ た と仮定 した場合，回収

対象 とな っ た 総数26，335件 を 回収情報か ら推測 す る こ と

は不 可 能 で あ る．遡 及調査 デ ータ の 中で は，医療機 関へ

の情報提供数24，019件が，他の 回収情報の 場合の 情報提

供数 に ほ ぼ 該当す る もの と考え られ る．

　
一

方遡及調査 は，今 回採 血 時 の 検査 が 陽 性 と判 明 した

供血 者 の 過去の 供 血 液 の 危険度 を調査す る もの で あ る

が，こ の 点か ら考 え る と個別 NAT 陽性本数 が，実際 の

回収対象として の 危険性を有する製剤で ある と考え られ

る，さ らに，日赤製剤 で 回収 さ れ た薬事法第77条 の 4 の

3 に よる 回収本数よ り も，個別 NAT を実施 し陽性 が 判

明 し医療機関か ら受血者 に 関す る 報告をした 後 の 医薬

品 ・副 作用感染症報告数は 8 件 と さ ら に 少 な く，感染 リ

ス ク の 高 い 血液を使用 した すべ て の 受血者が感染 した と

は 隈らない こ と も伺える，

　遡 及調査 には，膨 大 な 時間 と経費お よ び人 力 が投 入 さ

れ た が ，そ れ に 伴い 法的規制の 変更 や 回収情報欄 へ の 掲

載状況 の 変 更 ももた ら して い る．一
方で は 日本 赤十字社

か ら医療現 場 へ 提 供 され た 情報 へ の 対 処 も必 須 で あ る，

薬剤師 は
， 医薬品情報担当者 と して ，回収情報 に 多 くの

背景や 遡 及調査の 他 の 結果等 を総合的 に 整 理 し，医療現

場の 安全 対策 に 寄与 しな けれ ば な らな い ，

　こ の よ うに 回収情報欄 に は
， 単 に 不良品の 回収 に止 ま

らず，時代背景や 法的規制 な ど種 々 の 条件 に影 響 を受け

て い る 製品が 掲載さ れ て い る こ とが 明 らか とな っ た．

「特 生 物 」 の 「回 収 情 報 」 掲 載 数 は 使 用 期 限，使 用 済 み

な どの 条件に大きく影響を受けて い る た め，回収の 重要

性を理解する に当 た っ て は 特 に 回収 され る べ き総数 を把

握す る こ と に よ り全貌 を 把握す る な ど，回 収 の 重要性 を

理解す る必要がある．

　「回収情報」 をみ る と き，国 の 膨大 な 安全 対策 を垣 間

み る こ とが で きる．薬剤師 は，回収情報の 活用 に 当た っ

て は，法 的措置，時 代背 景 な ど を十 分 に 把 握 し，情 報 を

収集 ・
評価す る な ど，多角的視点 に 立 っ て 医療現場 の 安

全対策 に 貢献 しなければならない 。
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